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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２枚のガラス板を有し、前記２枚のガラス板が、前記両者の対向面の間に空間ができる
ように、スペーサーを介して配置された複層ガラスであって、
　少なくとも一方のガラス板が、ガラス基板の一方の表面に熱線反射層が積層され、他方
の表面に光触媒層が積層されたガラス部材であり、
　　前記ガラス部材において、前記ガラス基板と前記熱線反射層は、前記ガラス基板の一
方の表面に前記熱線反射層が積層され、他方の表面に前記光触媒層が積層されていない状
態において、前記ガラス基板の前記他方の表面の反射色度（ａ*，ｂ*）が－１５≦ａ*≦
－２および－１０≦ｂ*≦１０の範囲であり、かつ、前記ガラス基板の前記他方の表面の
可視光反射率が１３％以内となる組合せであり、
　前記ガラス基板の前記他方の表面には、剥離防止層、結晶性下地層および光触媒層がこ
の順序で積層され、
　前記剥離防止層が、珪素および錫の少なくとも一方を含む酸化物、酸窒化物ならびに窒
化物からなる群から選択された少なくとも一つの物質を含み、
　前記ガラス部材の光触媒層が、前記複層ガラスの最外層となるように配置されており、
　前記熱線反射層が、誘電体、銀、誘電体、銀および誘電体の順序で積層された多層積層
体（第１の誘電体層／第１の銀層／第２の誘電体層／第２の銀層／第３の誘電体層）であ
り、
　前記第２の誘電体層が、２層の窒化珪素層と、酸化チタン層または酸化ニオブ層と、３
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層の酸化亜鉛または錫でドープされた酸化亜鉛から形成される誘電体層を含み、
前記第２の誘電体層において、酸化チタン層または酸化ニオブ層；第１の酸化亜鉛または
錫でドープされた酸化亜鉛から形成される誘電体層；前記窒化珪素層；第２の酸化亜鉛ま
たは錫でドープされた酸化亜鉛から形成される誘電体層；前記窒化珪素層；第３の酸化亜
鉛または錫でドープされた酸化亜鉛から形成される誘電体層；の順に配置され、
　前記結晶性下地層の厚みが、３ｎｍ～１８ｎｍの範囲であり、前記光触媒層の厚みが、
３ｎｍ～８ｎｍの範囲であり、
　前記複層ガラスの光触媒層側の可視光反射率が１７．５％以内、かつ、光触媒層側の反
射色度（ａ*，ｂ*）が－９＜ａ*＜－３．７、－１０＜ｂ*＜４の範囲であり、
　前記結晶性下地層が、酸化ジルコニウムを含み、
　前記光触媒層が、酸化チタンを含む
ことを特徴とする複層ガラス。
【請求項２】
　前記剥離防止層が、珪素および錫の少なくとも一方を含む非晶質酸化物、非晶質酸窒化
物ならびに非晶質窒化物からなる群から選択された少なくとも一つの物質を含む、請求項
１記載の複層ガラス。
【請求項３】
　前記剥離防止層が、酸化珪素を含む、請求項１記載の複層ガラス。
【請求項４】
　前記剥離防止層が、酸化珪素からなる、請求項３記載の複層ガラス。
【請求項５】
　前記結晶性下地層が、金属酸窒化物をさらに含む、請求項１～４のいずれかに記載の複
層ガラス。
【請求項６】
　前記結晶性下地層が、酸窒化ジルコニウムをさらに含む、請求項５記載の複層ガラス。
【請求項７】
　前記酸化ジルコニウムが、単斜晶酸化ジルコニウムである、請求項１～６のいずれかに
記載の複層ガラス。
【請求項８】
　前記光触媒層が、金属酸窒化物をさらに含む、請求項１～７のいずれかに記載の複層ガ
ラス。
【請求項９】
　前記光触媒層が、結晶性金属酸化物および結晶性金属酸窒化物の少なくとも一方を含む
、請求項８記載の複層ガラス。
【請求項１０】
　前記光触媒層が、酸窒化チタンをさらに含む、請求項８または９に記載の複層ガラス。
【請求項１１】
　前記酸化チタンが、アナターゼ型酸化チタンである、請求項１０記載の複層ガラス。
【請求項１２】
　前記光触媒層が、酸化チタンからなる請求項１～７のいずれかに記載の複層ガラス。
【請求項１３】
前記第１の銀層と、前記第２の誘電体層の酸化チタン層または酸化ニオブ層とが、直接接
するように配置されている請求項１～１２のいずれかに記載の複層ガラス。
【請求項１４】
前記第３の酸化亜鉛または錫でドープされた酸化亜鉛から形成される誘電体層と、前記第
２の銀層とが、直接接するように配置されている請求項１～１３のいずれかに記載の複層
ガラス。
【請求項１５】
　前記第３の誘電体層が、窒化珪素層を含み、前記窒化珪素層が、前記第３の誘電体層の
最外層となるように配置される請求項１～１４のいずれかに記載の複層ガラス。
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【請求項１６】
　前記第３の誘電体層が、酸化チタン層または酸化ニオブ層；酸化亜鉛または錫でドープ
された酸化亜鉛から形成される誘電体層；前記窒化珪素層の順に配置され、前記酸化チタ
ン層または酸化ニオブ層が、前記第２の銀層と、直接接するように配置されている請求項
１５に記載の複層ガラス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ガラス基板の一方の表面に熱線反射層、他方の表面に光触媒層がそれぞれ積
層されたガラス部材およびそれを用いた複層ガラスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　アナターゼ型酸化チタン等の光触媒は、紫外線照射によって有機物を分解する防汚効果
や、抗菌性および親水性等を発揮することが知られており、最近では、可視光によって触
媒機能を発揮する光触媒能も注目されている。このような光触媒能をガラス等の基材に付
与すべく、光触媒層が前記基材表面に配置されており、その形成方法としては、一般に、
スパッタリングや蒸着等の真空成膜法や減圧成膜法が広く採用されている。
【０００３】
　このように、ガラス等の基材表面に光触媒層を形成するにあたり、前記基材と前記光触
媒層との間に下地層を配置する方法が提案されている（特許文献１～７）。
【０００４】
　特許文献１には、ガラス基板の表面に光触媒組成物からなる媒体を形成する際、ガラス
から溶出するアルカリによって前記媒体機能が低下することを防ぐため、ガラス基板と前
記媒体との間に下地層を形成する方法が開示されている。そして、前記下地層として、例
えば、酸化ジルコニウム、特に非晶質酸化ジルコニウムの使用が提案されている。特許文
献２には、基材と光触媒層との間に形成する下地層として酸化ジルコニウム、前記光触媒
層として酸化チタンをそれぞれ使用することが開示されている。また、特許文献３には、
基材と光触媒層との間に、酸化ジルコニウム等を含む金属酸化物層を介在させ、この金属
酸化物層により、前記光触媒層から前記基材への酸素の拡散を抑制する方法が開示されて
いる。また、特許文献４にも、同様に、基材と酸化チタン層との間に、酸化ジルコニウム
層を設ける方法が開示されている。さらに、特許文献５には、下地層として、結晶系が単
斜晶である酸化ジルコニウム、光触媒層として、結晶系がアナターゼ型である酸化チタン
をそれぞれ用いることが開示されている。
【０００５】
　また、特許文献６および７には、下地層および光触媒層の厚みと、光学特性との関係が
開示されている。特許文献６には、前記下地層として、酸化錫（ＳｎＯ２）および酸化ジ
ルコニウム（ＺｒＯ２）を含む厚み１０ｎｍ以下の層、ならびに、前記光触媒層として、
酸化チタン（ＴｉＯ２）を含む厚み２０ｎｍ以下の層があげられており、さらに、形成さ
れるガラス部材に透明性を持たせるには、前記両者の層厚をそれぞれ薄くする必要がある
ことが記載されている。特許文献７には、基材と酸化チタン層との間に、高温安定型の立
方晶系または斜方晶系の酸化ジルコニウム層を設ける技術が開示され、さらに、自動車等
に使用する場合、前記酸化チタン層の厚みは、反対側が見通せる程度でなければならない
ことが記載されている。
【０００６】
　一方、ガラス基板の表面に熱線反射層を積層し、他方の表面に光触媒層を積層したガラ
ス部材を、複層ガラスに使用することも報告されている（特許文献８）。複層ガラスは、
通常、屋外側と屋内側の２枚のガラス板を有し、両者が、スペーサーを介して、両者間に
空間ができるように配置されたガラスである。そして、前述のようなガラス部材は、例え
ば、屋外側ガラス板として、光触媒層が複層ガラスの最外層、熱線反射層が、複層ガラス
の内部側となるように配置されている。
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【特許文献１】特開平９－２２７１６７号公報
【特許文献２】特開平１０－６６８７８号公報
【特許文献３】特開２０００－３１２８３０号公報
【特許文献４】特開２００１－２０５０９４号公報
【特許文献５】国際公開ＷＯ　０３／５３５７７号パンフレット
【特許文献６】特開２０００－５１３６９５号公報
【特許文献７】国際公開ＷＯ　０２／４０４１７号パンフレット
【特許文献８】国際公開ＷＯ　０２／６２７１６号パンフレット
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、まず、特許文献１～４および６に開示された方法によって光触媒層を形
成すると、光触媒機能が十分に発揮されないおそれがある。さらに、光触媒層を厚くしな
ければ、光触媒層としての機能が十分に発揮されないだけでなく、最終的に得られるガラ
ス部材の反射率が大きくなったり、干渉色が現れるという問題がある。このような理由に
よって、光触媒層を積層したガラス部材については、光触媒機能と、好ましい反射率およ
び色調とを両立させることが困難であった。
【０００８】
　また、前述のような熱線反射層を設けたガラス部材を用いた複層ガラスは、屋外側（光
触媒層側）の反射率が高くなるため、室外側の反射色調が無色もしくは若干青み、または
、青緑もしくは緑色を帯びた複層ガラスとすることが困難であった。
【０００９】
　そこで、本発明は、熱線反射層および光触媒層を有する場合であっても、前記光触媒層
が高い光触媒活性を有し、かつ、光触媒層側において低い反射率および無色もしくは薄い
青色、または、青緑もしくは緑色の反射色調を示すガラス部材、ならびに、複層ガラスの
提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記目的を達成するために、本発明の第１のガラス部材は、ガラス基板の一方の表面に
熱線反射層が積層され、他方の表面に光触媒層が積層されたガラス部材であって、前記ガ
ラス基板と前記熱線反射層は、前記ガラス基板の一方の表面に前記熱線反射層が積層され
、他方の表面に前記光触媒層が積層されていない状態（以下、「単板」ということがある
）において、前記ガラス基板の前記他方の表面の反射色度（ａ＊，ｂ＊）が－４≦ａ＊≦
２および－５≦ｂ＊≦０の範囲であり、かつ、前記ガラス基板の前記他方の表面の可視光
反射率が１０％以内となる組合せであり、前記ガラス基板の前記他方の表面には、剥離防
止層、結晶性下地層および光触媒層がこの順序で積層され、前記結晶性下地層の厚みが、
２ｎｍ～２８ｎｍの範囲であり、前記光触媒層の厚みが、２ｎｍ～２０ｎｍの範囲であり
、前記剥離防止層が、珪素および錫の少なくとも一方を含む酸化物、酸窒化物ならびに窒
化物からなる群から選択された少なくとも一つの物質を含むことを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の第２のガラス部材は、ガラス基板の一方の表面に熱線反射層が積層され
、他方の表面に光触媒層が積層されたガラス部材であって、前記ガラス基板と前記熱線反
射層は、単板の前記ガラス基板の前記他方の表面の反射色度（ａ＊，ｂ＊）が－１５≦ａ
＊≦－２および－１０≦ｂ＊≦１０の範囲であり、かつ、前記ガラス基板の前記他方の表
面の可視光反射率が１３％以内となる組合せであり、前記結晶性下地層の厚みが、２ｎｍ
～２８ｎｍの範囲であり、前記光触媒層の厚みが、２ｎｍ～１４ｎｍの範囲であり、前記
剥離防止層が、珪素および錫の少なくとも一方を含む酸化物、酸窒化物ならびに窒化物か
らなる群から選択された少なくとも一つの物質を含むことを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明の複層ガラスは、２枚のガラス板を有し、前記２枚のガラス板が、前記両
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者の対向面の間に空間ができるように、スペーサーを介して配置された複層ガラスであっ
て、少なくとも一方のガラス板が、本発明のガラス部材であり、前記ガラス部材の光触媒
層が、前記複層ガラスの最外層となるように配置されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明のガラス部材によれば、熱線反射層をガラス基板に積層した場合、具体的に、単
板の特性が「ガラス基板の他方の表面の反射色度（ａ＊，ｂ＊）が－４≦ａ＊≦２および
－５≦ｂ＊≦０の範囲、かつ、前記ガラス基板の前記他方の表面の可視光反射率が１０％
以内」となる場合であっても、低い反射率と、無色もしくは薄い青色の反射色調とを実現
でき、さらに、優れた光触媒活性を得ることができる。また、単板の特性が「ガラス基板
の前記他方の表面の反射色度（ａ＊，ｂ＊）が－１５≦ａ＊≦－２および－１０≦ｂ＊≦
１０の範囲、かつ、前記ガラス基板の前記他方の表面の可視光反射率が１３％以内」とな
る場合であっても、低い反射率と、青緑もしくは緑色の反射色調とを実現でき、さらに、
優れた光触媒活性を得ることができる。このため、本発明のガラス部材を用いた複層ガラ
スによれば、高い光触媒活性と、光触媒層側における優れた反射率および反射色調とを両
立することが可能となるため、例えば、光触媒機能に優れ、かつ、外観の点において、爽
快感等を重視した大面積の建築用複層ガラスにも好適である。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は、本発明のガラス部材の一例を示す断面図である。
【図２】図２は、本発明の複層ガラスの一例を示す断面図である。
【図３】図３は、本発明の実施例において、光触媒層の厚みを変化させた場合における、
前記厚みと複層ガラスの反射率との関係を示すグラフである。
【図４】図４は、本発明の他の実施例において、結晶性下地層の厚みを変化させた場合に
おける、前記厚みと複層ガラスの反射率との関係を示すグラフである。
【図５】図５は、本発明のさらにその他の実施例において、光触媒層の厚みを変化させた
場合における、複層ガラスの反射色度を示すグラフである。
【図６】図６は、本発明のさらにその他の実施例において、光触媒層の厚みを変化させた
場合における、複層ガラスの反射色度を示すグラフである。
【図７】図７は、本発明のさらにその他の実施例において、結晶性下地層の厚みを変化さ
せた場合における、複層ガラスの反射色度を示すグラフである。
【図８】図８は、本発明のさらにその他の実施例において、結晶性下地層の厚みを変化さ
せた場合における、複層ガラスの反射色度を示すグラフである。
【図９】図９は、本発明のさらにその他の実施例において、光触媒層の厚みを変化させた
場合における、前記厚みと複層ガラスの反射率との関係を示すグラフである。
【図１０】図１０は、本発明のさらにその他の実施例において、結晶性下地層の厚みを変
化させた場合における、前記厚みと複層ガラスの反射率との関係を示すグラフである。
【図１１】図１１は、本発明のさらにその他の実施例において、光触媒層の厚みを変化さ
せた場合における、複層ガラスの反射色度を示すグラフである。
【図１２】図１２は、本発明のさらにその他の実施例において、光触媒層の厚みを変化さ
せた場合における、複層ガラスの反射色度を示すグラフである。
【図１３】図１３は、本発明のさらにその他の実施例において、結晶性下地層の厚みを変
化させた場合における、複層ガラスの反射色度を示すグラフである。
【図１４】図１４は、本発明のさらにその他の実施例において、結晶性下地層の厚みを変
化させた場合における、複層ガラスの反射色度を示すグラフである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明のガラス部材の一例について、図１を用いて説明する。なお、本発明のガラス部
材は、これらの形状や大きさ等には何ら制限されない。
【００１６】
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　図１は、本発明のガラス部材の一例を示す断面図である。ガラス部材３０は、ガラス基
板１０の一方の表面に、熱線反射層１４が積層され、他方の表面に、剥離防止層１、結晶
性下地層２および光触媒層３が、この順序で積層されている。なお、本発明における「結
晶性」とは、例えば、積層した層の断面を透過型電子顕微鏡等で観察した際に、格子縞ま
たは電子線回折像がみられることを意味する。
【００１７】
　本発明の第１のガラス部材の場合、ガラス基板１０の一方の表面に熱線反射層１４を積
層した際に、ガラス基板１０の他方表面の反射色度（ａ＊，ｂ＊）が－４≦ａ＊≦２およ
び－５≦ｂ＊≦０の範囲であり、かつ、ガラス基板１０の前記他方表面の可視光反射率が
１０％以内となる組合せである。この場合の、結晶性下地層２の厚みは、２ｎｍ～２８ｎ
ｍの範囲、光触媒層３の厚みは、２ｎｍ～２０ｎｍの範囲であり、剥離防止層１は、珪素
および錫の少なくとも一方を含む酸化物、酸窒化物ならびに窒化物からなる群から選択さ
れた少なくとも一つを含んでいる。
【００１８】
　また、本発明の第２のガラス部材の場合、ガラス基板１０の一方の表面に熱線反射層１
４を積層した際に、ガラス基板１０の他方表面の反射色度（ａ＊，ｂ＊）が－１５≦ａ＊

≦－２および－１０≦ｂ＊≦１０の範囲であり、かつ、前記ガラス基板の前記他方の表面
の可視光反射率が１３％以内となる組合せである。この場合の、結晶性下地層２の厚みは
、２ｎｍ～２８ｎｍの範囲、光触媒層３の厚みは、２ｎｍ～１４ｎｍの範囲であり、剥離
防止層１は、珪素および錫の少なくとも一方を含む酸化物、酸窒化物ならびに窒化物から
なる群から選択された少なくとも一つを含んでいる。
【００１９】
　本発明者らは、鋭意研究の結果、以下のような知見を得て、本発明に至った。本発明者
らは、同じ厚みの光触媒層であって、光触媒活性を示すものと光触媒活性を有しないもの
について、それぞれの断面構造を電子顕微鏡により観察した結果、光触媒活性は、光触媒
層の結晶性に依存していることを見出した。具体的には、その結晶構造が、基材との界面
から光触媒層の表面まで明確に連続して形成されている光触媒層は、顕著な光触媒活性を
有するが、基材との界面付近において結晶構造が認められず、非晶質（アモルファス）層
（以下、「デッドレイヤー」という）が形成されている光触媒層は、十分な光触媒活性を
有しないことが判明した。そこで、基板上に、光触媒層の結晶成長を促進させるための結
晶性下地層を形成し、その表面に光触媒層を形成することで、デッドレイヤーの形成を抑
制できるとの知見を得た。なお、デッドレイヤーとは、非晶質（アモルファス）の特徴が
強く現れた層であり、デッドレイヤーが存在する光触媒層に電子線を照射した場合、電子
線回折像がハローパターンとなって観測され、デッドレイヤーが実質的に存在しない光触
媒層に電子線を照射した場合、電子線回折スポットが観測される。
【００２０】
　しかしながら、光触媒層において前述のようなデットレイヤーが存在しない場合でも、
結晶性下地層との界面から光触媒層の表面まで連続的に結晶構造が形成されることによっ
て、例えば、イオン半径が小さいイオン（塩素イオン等）や水分子が、前記結晶構造（柱
状グレイン構造）の隙間を通り、前記光触媒層表面からガラス基板方向へ拡散するおそれ
がある。このような拡散分子がガラス基板に到達すると、例えば、塩素イオン等の陰イオ
ンがガラス基板中に存在するナトリウム等のアルカリイオンと反応して水溶性の塩を生成
することにより、光触媒層が下地層とともに剥離するおそれがあり、欠点が発生するため
、耐久性に問題がある。ここで、前記「欠点」とは、例えば、前記水溶性塩の発生により
生じる斑点状または筋状の変色部分や剥離部分を称する。
【００２１】
　そこで、本発明者らは、さらなる以下の知見から、本発明に想到した。すなわち、本発
明によれば、光触媒の結晶粒子の成長を助長する下地層を介して、光触媒層を成膜するこ
とによって、デッドレイヤーの出現を抑制し、基材と下地層と間に、さらに、前記剥離防
止層を設けることによって、ガラス基板からの層剥離や欠点の発生を抑制する。また、結
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晶性下地層の厚みと光触媒層の厚みを前述の範囲に設定することで、低反射率、無色もし
くは薄い青色、または、青緑もしくは緑色の反射色調をも実現できる（反射ムラや色調ム
ラの抑制）。なお、本発明のガラス部材は、ガラス基板の一方の表面に剥離防止層、結晶
性下地層および光触媒層を設けているため、例えば、一方の表面に熱線反射層のみを設け
たガラス部材を使用した複層ガラスと比較して、日射熱取得率が向上した複層ガラスを得
ることができる。
【００２２】
　本発明の第１のガラス部材は、前述のように、前記ガラス基板と前記熱線反射層は、単
板の前記ガラス基板の前記他方の表面の反射色度（ａ＊，ｂ＊）が－４≦ａ＊≦２および
－５≦ｂ＊≦０の範囲であり、かつ、前記ガラス基板の前記他方の表面の可視光反射率が
１０％以内となる組合せである。この場合、前記結晶性下地層の厚みが２ｎｍ～２８ｎｍ
の範囲であり、かつ、前記光触媒層の厚みが２ｎｍ～２０ｎｍの範囲である。前記両者の
厚みをこのような範囲に設定することにより、本発明のガラス部材を使用した後述の複層
ガラスにおいて、光触媒層側の可視光反射率を２０％以内、かつ、光触媒層側の反射色度
（ａ＊，ｂ＊）を－５＜ａ＊＜０、－１２＜ｂ＊＜０に調整でき、可視光反射率および反
射色度の双方に優れたものを提供できる。
【００２３】
　本発明の第１のガラス部材は、さらに、前記結晶性下地層の厚みを３ｎｍ～２０ｎｍの
範囲、前記光触媒層の厚みを３ｎｍ～１２ｎｍの範囲とすることが好ましい。前記両者の
厚みをこのような範囲に設定することにより、後述する本発明の複層ガラスにおいて、さ
らに、光触媒層側の可視光反射率を１７．５％以内、かつ、光触媒層側の反射色度（ａ＊

，ｂ＊）を－５＜ａ＊＜０、－８＜ｂ＊＜０に調整でき、より一層可視光反射率および反
射色度の双方に優れたものを提供できる。
【００２４】
　また、本発明の第２のガラス部材は、前述のように、前記ガラス基板と前記熱線反射層
は、単板の前記ガラス基板の前記他方の表面の反射色度（ａ＊，ｂ＊）が－１５≦ａ＊≦
－２および－１０≦ｂ＊≦１０の範囲であり、かつ、前記ガラス基板の前記他方の表面の
可視光反射率が１３％以内となる組合せである。この場合には、前記結晶性下地層の厚み
が２ｎｍ～２８ｎｍの範囲であり、かつ、前記光触媒層の厚みが２ｎｍ～１４ｎｍの範囲
である。前記両者の厚みをこのような範囲に設定することにより、本発明のガラス部材を
使用した後述の複層ガラスにおいて、光触媒層側の可視光反射率を２０％以内、かつ、光
触媒層側の反射色度（ａ＊，ｂ＊）を－１２＜ａ＊＜－２、－１０＜ｂ＊＜５に調整でき
、可視光反射率および反射色度の双方に優れたものを提供できる。
【００２５】
　また、本発明の第２のガラス部材は、さらに、前記結晶性下地層の厚みを３ｎｍ～１８
ｎｍの範囲、前記光触媒層の厚みを３ｎｍ～８ｎｍの範囲とすることが好ましい。前記両
者の厚みをこのような範囲に設定することにより、後述する本発明の複層ガラスにおいて
、さらに、光触媒層側の可視光反射率を１７．５％以内、かつ、光触媒層側の反射色度（
ａ＊，ｂ＊）を－９＜ａ＊＜－３．７、－１０＜ｂ＊＜４に調整でき、より一層可視光反
射率および反射色度の双方に優れたものを提供できる。
【００２６】
　なお、可視光反射率は、ＪＩＳ　Ｒ３１０６に基づいて、反射色度は、ＪＩＳ　Ｚ８７
２９に基づいて、それぞれ測定することができる。
【００２７】
　本発明のガラス部材において、前記剥離防止層の厚みは、特に制限されないが、好まし
くは２ｎｍ～２００ｎｍであり、より好ましくは５ｎｍ～１００ｎｍである。前記剥離防
止層の厚みが２ｎｍ以上であれば、例えば、層剥離や欠点発生の抑制効果が十分に得られ
、５ｎｍ以上であれば、さらに、水分の遮断による水溶性塩の発生をより一層（例えば、
完全に）抑制することができる。また、剥離防止層の厚みが２００ｎｍ以下であれば、例
えば、層剥離および欠点発生の抑制効果と経済的観点との両面でさらに優れたものとなり
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、１００ｎｍ以下の場合でも、層剥離および欠点発生の抑制効果は十分に得られる。前記
剥離防止層として、ガラス基板と屈折率がほぼ等しい二酸化珪素を含む層を形成する場合
、前記範囲内で厚みを変化させても色度は殆ど変化しない。前記剥離防止層として、屈折
率がガラス基板と大きく異なるものを選択する場合は、例えば、色度の変化を抑制するた
め、前記剥離防止層の厚みをできるだけ小さくすることが好ましい。
【００２８】
　本発明のガラス部材において、前記ガラス基板としては、特に制限されず、従来公知の
ガラス基板が使用でき、その厚みは、特に制限されないが、通常、３ｍｍ～１２ｍｍであ
る。なお、本発明における「ガラス基板」とは、一般的なガラス製基板の他に、単板の性
質が前述の範囲を満たす限りにおいて、ガラス製基板に代えて、ポリカーボネート等の樹
脂製基板を用いることもできる。
【００２９】
　本発明における剥離防止層は、前述のように、珪素および錫の少なくとも一方を含む酸
化物、酸窒化物、窒化物の少なくとも１つを含み、具体的には、酸化珪素、酸窒化珪素、
窒化珪素、酸化錫、酸窒化錫、窒化錫等があげられ、中でも酸化珪素を含むことが好まし
い。これらの物質は、非晶質あることが好ましい。また、これらの物質は、いずれか一種
類でもよいし、二種類以上を併用してもよい。前記ガラス基板として、フロートガラス法
により製造した基板を使用する場合は、前記基板の製造時にガラス基板と錫浴との接触面
に形成される錫変質層や非晶質酸化錫層を、前記剥離防止層とすることもできる。前記剥
離防止層は、前述のように、塩素イオンのようにイオン半径の小さいイオンや水分子を遮
断し、これらが、外部からガラス基板に到達することを防ぐ機能を有する。従って、ガラ
ス基板上に前記剥離防止層を設けることにより、前記イオンや水分子による水溶性塩の発
生を防ぎ、前記水溶性塩の溶解によって結晶性下地層がガラス基板から剥離することを抑
制できる。
【００３０】
　本発明における結晶性下地層は、例えば、結晶性の金属酸化物および金属酸窒化物の少
なくとも一方を含むことが好ましい。前記金属酸化物としては、例えば、酸化ジルコニウ
ム、前記金属酸窒化物としては、例えば、酸窒化ジルコニウムがそれぞれあげられ、特に
、結晶性下地層は、酸化ジルコニウムおよび酸窒化ジルコニウムの少なくとも一方を含む
ことが好ましい。これらの金属物質の結晶系は、単斜晶型であることが好ましく、また、
これらの物質は、いずれか一種類でもよいし二種類以上を併用してもよい。前記結晶性下
地層は、さらに、微量の窒素、錫、炭素等を含んでもよい。
【００３１】
　本発明における光触媒層は、例えば、金属酸化物および金属酸窒化物の少なくとも一方
を含むことが好ましい。前記前記金属酸化物としては、例えば、酸化チタン、酸炭化チタ
ン（ＴｉＯｘＣｙ）等、前記金属酸窒化物としては、例えば、酸窒化チタンがそれぞれあ
げられ、いずれか一種類でもよいし、二種類以上を併用してもよい。特に、光触媒層は、
酸化チタンおよび酸窒化チタンの少なくとも一方を含むことが好ましい。また、これらの
金属物質の結晶系は、特に制限されないが、アナターゼ型（正方晶系）であることが好ま
しい。また、前記光触媒層は、さらに、微量の窒素、錫および炭素を含んでもよい。
【００３２】
　また、前記光触媒層は、内部に金属をドープすることで、キャリアの発生を促進し、光
触媒効果を向上することもできる。前記金属としては、光触媒活性向上効果が高いことか
ら、Ｚｎ、Ｍｏ、Ｆｅが好ましい。前記金属としてＺｎおよびＭｏを用いる場合、前記光
触媒層における前記金属の含有量は、好ましくは０．１～１質量％であり、より好ましく
は０．２～０．５質量％である。前記金属としてＦｅを用いる場合、前記光触媒層におけ
るＦｅの含有量は、０．００１～０．５質量％であることが好ましい。前記金属の添加量
が、前記下限以上であれば、ドープによる効果を十分に発揮でき、前記上限以下であれば
、例えば、金属の存在によって、光触媒の結晶構造の乱れや再結合中心の生成が起こり、
光触媒層の光触媒活性が低下するおそれを、十分に回避することができる。
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【００３３】
　また、本発明のガラス部材において、前記結晶性下地層および前記光触媒層は、ともに
、結晶性の金属酸化物および金属酸窒化物の少なくとも一方から構成されることが好まし
く、特に、前記下地層を構成する結晶中の酸素原子間距離の少なくとも１つが、前記光触
媒層を構成する結晶中の酸素原子間距離の１つと近似していることが好ましい。この条件
を満たすように、前記結晶性下地層と前記光触媒層とを組み合わせると、前記結晶性下地
層表面に前記光触媒層を形成した場合、酸素原子を共通部分として、連続的に結晶性の光
触媒層を成長させることが容易となるために、前記デッドレイヤーの形成が抑制されると
考えられる。酸素原子の間隔に注目すると、例えば、単斜晶酸化ジルコニウムとアナター
ゼ型酸化チタンとは、ある部分で近似（９０～１１０％の範囲）しているため、前記結晶
性下地層の材料として単斜晶酸化ジルコニウムを選択すれば、その表面にアナターゼ型酸
化チタンの結晶が形成され易いと考えられる。前記結晶性下地層としては、単斜晶酸化ジ
ルコニウムの他に、例えば、微量の窒素、錫、炭素等が添加された酸化ジルコニウムや酸
窒化ジルコニウムが好ましく使用でき、また、前記光触媒層としては、アナターゼ型酸化
チタンの他に、例えば、微量の窒素、錫、炭素等が添加された酸化チタンや酸窒化チタン
が好ましく使用できる。
【００３４】
　前述のように好ましい下地層である単斜晶酸化ジルコニウム層は、層断面に対する直交
方向（法線方向）からの電子線照射により得られる電子線回折像として、（１１１）面ま
たは（－１１１）面からの回折像が存在する。また、（１１１）配向面の面間隔は、例え
ば、０．２６～０．３０ｎｍであり、（－１１１）配向面の面間隔は、例えば、０．３０
～０．３４ｎｍである。この範囲内の面間隔の酸化ジルコニウムであれば、例えば、結晶
中に歪みが発生して結晶面の酸素位置がずれ、光触媒層を構成する酸化物（酸化チタン等
）の酸素との位置の整合性が低くなることによる、光触媒層の迅速な結晶成長への影響を
、十分に回避することができる。
【００３５】
　前述のように好ましい光触媒層としてアナターゼ型酸化チタン層は、層断面に対する直
交方向（法線方向）からの電子線照射により得られる電子線回折像として、（１０１）面
からの回折像が存在する。（１０１）配向面の面間隔は、例えば、０．３３～０．３７ｎ
ｍである。この範囲内の面間隔の酸化チタンであれば、例えば、結晶中に歪みが発生して
結晶面の酸素位置がずれ、結晶性下地層を構成する酸化物の酸素との位置の整合性が低く
なることによる、光触媒層の迅速な結晶成長への影響を、十分に回避することができる。
【００３６】
　本発明において前記熱線反射層としては、例えば、低放射性膜が挙げられる。前記低放
射性膜としては、特に制限されないが、スパッタ法等の公知の成膜方法により、誘電体、
銀、誘電体、銀および誘電体の順序で積層された多層積層体（基板／第一の誘電体層／第
一の銀層／第二の誘電体層／第二の銀層／第三の誘電体層からなる構成）等が好ましい。
前記誘電体としては、例えば、酸化チタン、酸化亜鉛、酸化錫、酸化ニオブ、酸化タンタ
ル、窒化珪素、酸窒化珪素等を使用できる。また、前記熱線反射層の厚みは、特に制限さ
れないが、好ましくは１１０ｎｍ～２３０ｎｍであり、より好ましくは１２５ｎｍ～２０
０ｎｍである。なお、前記単板の反射色度および可視光反射率は、当業者であれば、例え
ば、前記熱線反射層の厚み、材料および層構造等によって適宜設定できる。
【００３７】
　本発明のガラス部材の製造方法は、特に制限されないが、例えば、以下のような方法が
挙げられる。まず、ガラス基板の一方の表面に剥離防止層を形成し、続いて、前記剥離防
止層表面に結晶性下地層を形成し、その後、前記結晶性下地層表面に光触媒層を形成する
。一方、前記ガラス基板の他方の表面に熱線反射層を形成する。
【００３８】
　剥離防止層の形成方法としては、従来公知の方法を使用でき、例えば、スパッタリング
法、真空蒸着法等の方法が挙げられる。
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【００３９】
　結晶性下地層の形成方法としては、例えば、液相法（ゾルゲル法、液相析出法等）、気
相法（スパッタリング法、真空蒸着法、ＣＶＤ法等）等、従来公知の方法が使用できる。
これらの方法を用いることによって、前記結晶性下地層による光触媒層の結晶性向上効果
が得られるが、特に、優れた結晶成長効果が得られることから、気相法が好ましい。また
、光触媒層の形成方法も特に制限されず、前記結晶性下地層と同様の方法を使用でき、特
に、気相法を用いることが好ましい。
【００４０】
　熱線反射層の形成方法としては、特に制限されず、従来公知の方法があげられる。従来
公知の方法を使用でき、例えば、スパッタリング法等の方法が挙げられる。
【００４１】
　なお、本発明のガラス基板、剥離防止層、結晶性下地層、光触媒層および熱線反射層の
厚みは、それぞれ従来公知の方法で調整できる。
【００４２】
　次に、本発明の複層ガラスの一例について、図２を用いて説明する。なお、本発明の複
層ガラスは、本発明のガラス部材を使用すればよく、それ以外の構成は何ら制限されない
。
【００４３】
　図２は、本発明の複層ガラスの一例を示す断面図であり、図１と同一部分には同一符号
を付している。複層ガラス５０は、ガラス板２０とガラス部材３０とが、両者の対向面の
間に空隙ができるようにスペーサー４０を介して配置されており、ガラス部材３０は、そ
の光触媒層３が、複層ガラス５０の一方の最外層となるように配置されている。同図にお
いて、熱線反射層２４は、誘電体５ａ／銀６ａ／誘電体５ｂ／銀６ｂ／誘電体５ｃからな
る低放射性膜であるが、これには限定されない。このような複層ガラス５０は、通常、ガ
ラス部材３０が配置された面（具体的には、光触媒層３の面）が屋外側、他方のガラス板
２０が屋内側となるように配置して使用される。
【００４４】
　本発明の複層ガラスにおいて、本発明のガラス部材とは異なる他方のガラス板（以下、
「屋内側ガラス板」ともいう）としては、特に制限されず、前述と同様のガラス板を使用
でき、その厚みも、特に制限されず前述と同様である。前記スペーサーも、特に制限され
ず、従来公知のものを使用できる。また、スペーサーを介したガラス部材と屋内側ガラス
板との間隙は、中空のままでもよいし、何等かの材料を封入してもよい。
【００４５】
　本発明の複層ガラスにおいて、前記ガラス部材と前記屋内側ガラス板との間の空間の距
離は、特に制限されないが、好ましくは６ｍｍ～１８ｍｍである。
【００４６】
　本発明のガラス部材を有する複層ガラスの製造方法は、特に制限されず、従来公知の方
法を使用できる。
【実施例１】
【００４７】
　以下の方法によって、図１に示すガラス部材を作製し、これを用いて図２に示す複層ガ
ラスを製造した。
【００４８】
　（複層ガラスの製造方法）
　ガラス基板１０（長さ１０ｃｍ、幅１０ｃｍ、厚み３ｍｍ）の一方の表面に、熱線反射
層２４を形成した。熱線反射層２４としては、ガラス基板１０と熱線反射層２４とからな
る単板の光学特性が、ガラス基板側の反射色度（ａ＊，ｂ＊）－４≦ａ＊≦２および－５
≦ｂ＊≦０の範囲、かつ、前記ガラス基板側の可視光反射率が１０％以内となるように、
誘電体５ａ／銀６ａ／誘電体５ｂ／銀６ｂ／誘電体５ｃの構成である低放射性膜（Ｌｏｗ
－Ｅ膜；厚み１６１ｎｍ）を形成した。
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【００４９】
　なお、熱線反射層２４の具体的な構成は、以下のとおりである。
ガラス基板／酸化亜鉛（１６．１ｎｍ）／銀（９．７ｎｍ）／酸化チタン（２．６ｎｍ）
／酸化亜鉛（２３．３ｎｍ）／窒化珪素（１０．２ｎｍ）／酸化亜鉛（１２．７ｎｍ）／
窒化珪素（９．４ｎｍ）／酸化亜鉛（２２．３ｎｍ）／銀（１２．０ｎｍ）／酸化チタン
（２．６ｎｍ）／酸化亜鉛（２９．９ｎｍ）／窒化珪素（１０．４ｎｍ）
【００５０】
　熱線反射層２４の各層の形成は、以下の方法により行った。酸化チタン層および酸化亜
鉛層は、それぞれチタンおよび亜鉛の金属ターゲットを用い、アルゴンガスと酸素ガスと
の混合ガスを放電ガスとして用いる反応性スパッタリング法により形成した。窒化珪素層
は、Ｓｉターゲットを用い、アルゴンガスと窒素ガスの混合ガスを放電ガスとして用いる
反応性スパッタリング法により形成した。銀層は銀ターゲットを用い、アルゴンガスを放
電ガスとして用いるスパッタリング法により形成した。放電電源として、直流パルス電源
を用いた。
【００５１】
　なお、ガラス基板１０と熱線反射層２４とからなる単板の光学特性は、測定の結果、以
下のとおりであった。
ガラス基板１０側の反射色度（ａ＊，ｂ＊）＝（－０．２１，－３．６３）
ガラス基板１０側の可視光反射率５．６％
熱線反射層２４側の反射色度（ａ＊，ｂ＊）＝（－３．８１，３．５４）
熱線反射層２４側の可視光反射率４．４％
【００５２】
　ガラス基板１０の他方の表面に、剥離防止層１として、反応性スパッタリング法により
非晶質酸化珪素（ＳｉＯ２）層を形成し、続いて、剥離防止層１の表面に、結晶性下地層
２として、反応性スパッタリング法により単斜晶酸化ジルコニウム（ＺｒＯ２）層を形成
し、さらに、結晶性下地層２の表面に、光触媒層３として、スパッタリング法によりアナ
ターゼ型酸化チタン（ＴｉＯ２）層を形成することによって、ガラス部材３０を製造した
。
【００５３】
　そして、得られたガラス部材３０と屋内側ガラス板２０（厚み３ｍｍ）とを、両者の対
向面の間に空間ができるようにスペーサー（厚み１２ｍｍ）を介して配置させ、複層ガラ
ス５０を製造した。
【００５４】
　（光触媒層の厚み変化）
　光触媒層の厚みを２ｎｍピッチで変化させ、剥離防止層１（ＳｉＯ２層）の厚みを１０
ｎｍ、結晶性下地層２（ＺｒＯ２層）の厚みを５ｎｍに設定した以外は、前述の方法によ
って複層ガラスを作製した。
【００５５】
　（結晶性下地層の厚み変化）
　結晶性下地層の厚みを２ｎｍピッチで変化させ、剥離防止層１（ＳｉＯ２層）の厚みを
１０ｎｍ、光触媒層３（ＴｉＯ２層）の厚みを５ｎｍに設定した以外は、前述の方法によ
って複層ガラスを作製した。
【００５６】
　（可視光反射率の測定）
　前述のようにして得られた各複層ガラス５０について、光触媒層３側の可視光反射率（
Ｒ％）を、ＪＩＳ　Ｒ３１０６に基づき測定した。これらの結果を図３および図４に示す
。図３は、光触媒層３の厚みと可視光反射率との関係を示すグラフであり、図４は、結晶
性下地層２の厚みと可視光反射率との関係を示すグラフである。その結果、可視光反射率
は、光触媒層３および結晶性下地層２の厚みが、それぞれ４０～６０ｎｍの際に高くなり
、この範囲をはずれると可視光反射率が低下することがわかった。なお、可視光反射率（
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Ｒ％）は、２０％以内が好ましく、より好ましくは１７．５％以下である。
【００５７】
　（複層ガラスの反射色度の測定）
　前述のようにして得られた複層ガラスについて、光触媒層３側の反射色度（ａ＊，ｂ＊

）変化を測定した。反射色度の測定は、分光光度計から得られたスペクトルを用いて、Ｊ
ＩＳ　Ｚ８７２９に基づき算出した。
【００５８】
　得られた反射色度（ａ＊，ｂ＊）の結果を図５～８に示す。図５および図６は、光触媒
層の厚みを変化させた複層ガラスの反射色度（ａ＊，ｂ＊）を示すグラフであって、図５
は、前記図３の結果に基づき、可視光反射率が２０％以下を示す範囲を四角で囲んでおり
、図６は、前記図３の結果に基づき、可視光反射率が１７．５％以下を示す範囲を四角で
囲んでいる。図７および図８は、結晶性下地層の厚みを変化させた複層ガラスの反射色度
（ａ＊，ｂ＊）を示すグラフであって、図７は、前記図４の結果に基づき、可視光反射率
が２０％以下を示す範囲を四角で囲んでおり、図８は、前記図４の結果に基づき、可視光
反射率が１７．５％以下を示す範囲を四角で囲んでいる。
【００５９】
　（光触媒活性の測定）
　前述のようにして得られた複層ガラスに５０について、以下の方法により光触媒活性の
評価を行った。まず、光源としてブラックランプ（中心波長３６５ｎｍ）を使用し、照度
１ｍＷ／ｃｍ２の条件で、６０分のＵＶ照射を施した後における水の接触角（θ）を測定
した。具体的には、前述の条件で、複層ガラスの光触媒層側にＵＶ照射を行った後、光触
媒層の表面が水平となるように、前記複層ガラスを水平台の上に置き、前記光触媒層表面
に水０．４μＬを滴下した。そして、前記表面上の水滴の接触角を接触角測定装置（協和
界面科学株式会社製ＣＡ－１５０）を用いて測定し、接触角（θ）が１５度以下、２０度
以下の結果を示した複層ガラスについて、結晶性下地層２および光触媒層３の厚みをそれ
ぞれ決定した。
【００６０】
　以上の測定結果を下記表１にあわせて示す。なお、下記表１において反射色度－５＜ａ
＊＜０、－１２＜ｂ＊＜０は、反射色薄い青色となる範囲であり、反射色度－５＜ａ＊＜
０、－８＜ｂ＊＜０は、反射色より薄い青色となる範囲である。
【００６１】
【表１】

【００６２】
　前記表１の結果から、本実施例においては、結晶性下地層２の厚みを２ｎｍ～２８ｎｍ
、光触媒層３の厚みを２ｎｍ～２０ｎｍとすることで、優れた光触媒活性と可視光反射率
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および反射色度とを両立する複層ガラスとなることがわかった。さらに、結晶性下地層２
の厚みを３ｎｍ～２０ｎｍ、光触媒層３の厚みを３ｎｍ～１２ｎｍとすることで、より一
層優れた光触媒活性と可視光反射率および無色もしくは薄い青色の反射色度とを実現でき
ることがわかった。
【実施例２】
【００６３】
　熱線反射層２４の具体的な膜構成を変更した以外は、実施例１と同様の方法で図１と同
様の構成のガラス部材３０を製造し、これを用いて図２と同様の複層ガラス５０を製造し
た。
【００６４】
（複層ガラスの製造方法）
　実施例１と同様の方法で、ガラス基板１０の一方の表面に、熱線反射層２４を形成した
。ガラス基板１０と熱線反射層２４とからなる単板の光学特性は、ガラス基板側の反射色
度（ａ＊，ｂ＊）が－１５≦ａ＊≦－２および－１０≦ｂ＊≦１０の範囲、かつ、前記ガ
ラス基板側の可視光反射率が１３％以内となるように設定し、低放射性膜の膜厚は１４８
ｎｍとした。
【００６５】
　なお、熱線反射層２４の具体的な構成は、以下のとおりとした。
ガラス基板／酸化亜鉛（１７．２ｎｍ）／銀（７．７ｎｍ）／酸化チタン（３．４ｎｍ）
／酸化亜鉛（２０．４ｎｍ）／窒化珪素（８．１ｎｍ）／酸化亜鉛（１６．４ｎｍ）／窒
化珪素（１２．３ｎｍ）／酸化亜鉛（２１．９ｎｍ）／銀（１１．３ｎｍ）／酸化チタン
（２．９ｎｍ）／酸化亜鉛（２０．２ｎｍ）／窒化珪素（８．６ｎｍ）
【００６６】
　また、ガラス基板１０と熱線反射層２４とからなる単板の光学特性は、測定の結果、以
下のとおりであった。
ガラス基板１０側の反射色度（ａ＊，ｂ＊）＝（－７．６９，７．１２）
ガラス基板１０側の可視光反射率９．０％
熱線反射層２４側の反射色度（ａ＊，ｂ＊）＝（－１１．２，１８．６）
熱線反射層２４側の可視光反射率８．９％
【００６７】
　実施例１と同様に、光触媒層、結晶性下地層の厚みを変化させて複層ガラスを製造し、
実施例１と同様の方法によって光触媒層３側の可視光反射率および反射色度を測定した。
また、実施例１と同様の方法によって光触媒活性を測定した。
【００６８】
　測定した光触媒層３側の可視光反射率の測定結果を図９および図１０に示す。図９は、
光触媒層３の厚みと可視光反射率との関係を示すグラフであり、図１０は、結晶性下地層
２の厚みと可視光反射率との関係を示すグラフである。その結果、可視光反射率は、光触
媒層３および結晶性下地層２の厚みが、それぞれ４０～６０ｎｍの際に高くなり、この範
囲をはずれると可視光反射率が低下することがわかった。なお、可視光反射率（Ｒ％）は
、２０％以内が好ましく、より好ましくは１７．５％以下である。
【００６９】
　実施例１と同様の方法によって測定した光触媒層３側の反射色度（ａ＊，ｂ＊）の測定
結果を図１１～１４に示す。図１１および図１２は、光触媒層の厚みを変化させた複層ガ
ラスの反射色度（ａ＊，ｂ＊）を示すグラフであって、図１１は、前記図９の結果に基づ
き、可視光反射率が２０％以下を示す範囲を四角で囲んでおり、図１２は、前記図９の結
果に基づき、可視光反射率が１７．５％以下を示す範囲を四角で囲んでいる。図１３およ
び図１４は、結晶性下地層の厚みを変化させた複層ガラスの反射色度（ａ＊，ｂ＊）を示
すグラフであって、図１３は、前記図１０の結果に基づき、可視光反射率が２０％以下を
示す範囲を四角で囲んでおり、図１４は、前記図１０の結果に基づき、可視光反射率が１
７．５％以下を示す範囲を四角で囲んでいる。
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【００７０】
　以上の測定結果を下記表２にあわせて示す。なお、本実施例における複層ガラスの反射
色調は、青緑から緑色の範囲が好ましく、特に好ましい反射色度の範囲は、－１２＜ａ＊

＜－２、－１０＜ｂ＊＜５であり、さらに好ましい反射色度の範囲は、－９＜ａ＊＜－３
．７、－１０＜ｂ＊＜４である。
【００７１】
【表２】

【００７２】
　前記表２の結果から、本実施例においては、結晶性下地層２の厚みを２ｎｍ～２８ｎｍ
、光触媒層３の厚みを２ｎｍ～１４ｎｍとすることで、優れた光触媒活性と可視光反射率
および反射色度とを両立する複層ガラスが得られることがわかった。さらに、結晶性下地
層２の厚みを３ｎｍ～１８ｎｍ、光触媒層３の厚みを３ｎｍ～８ｎｍとすることで、より
一層優れた光触媒活性と可視光反射率および青緑もしくは緑色の反射色調とを実現できる
ことがわかった。
【実施例３】
【００７３】
　剥離防止層１、結晶性下地層２および光触媒層３の厚みを、それぞれ１０ｎｍ、５ｎｍ
および５ｎｍとした以外は、前記実施例１と同様にして複層ガラス５０を製造した。そし
て、この複層ガラスにおける、透過光の色度（透過色度）、反射色度（光触媒層３側およ
び屋内側ガラス板２０側）、可視光透過率、可視光反射率、日射透過率および日射熱取得
率を測定した。可視光反射率、透過色度、反射色度は、実施例１と同様の方法で測定した
。可視光透過率および日射透過率は、ＪＩＳ　Ｒ３１０６に基づいて測定し、日射熱取得
率は、分光光度計により測定したスペクトルを用いてＪＩＳ　Ｒ３１０６に基づいて算出
した。
【実施例４】
【００７４】
　剥離防止層１、結晶性下地層２および光触媒層３の厚みを、それぞれ１０ｎｍ、１０ｎ
ｍおよび５ｎｍとした以外は、前記実施例３と同様にして複層ガラスの製造および測定を
行った。
【実施例５】
【００７５】
　剥離防止層１、結晶性下地層２および光触媒層３の厚みを、それぞれ１０ｎｍとした以
外は、前記実施例３と同様にして複層ガラスの製造および測定を行った。
【００７６】
　（比較例１）
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　剥離防止層、結晶性下地層および光触媒層を形成せずに、熱線反射層のみをガラス基板
に積層した以外は、前記実施例１と同様にして複層ガラスを製造し、前記実施例５と同様
の測定を行った。
【００７７】
　実施例３～５および比較例１の測定結果を下記表３に示す。
【００７８】
【表３】

【００７９】
　前記表３の結果より、熱線反射層のみを設けたガラス基板の他方の表面に、さらに、剥
離防止層１、結晶性下地層２および光触媒層３を設けることによって、日射熱取得率が向
上していることがわかった。なお、日射熱取得率の値が小さいほど、例えば、太陽光から
の熱を室内に入れず、夏場での冷房効率が高くなる等の効果が得られる。
【実施例６】
【００８０】
　下記表４に示す各熱線反射層を、それぞれガラス基板上に積層した。そして、剥離防止
層１、結晶性下地層２および光触媒層３の厚みを、それぞれ１０ｎｍ、１０ｎｍおよび５
ｎｍとした以外は、前記実施例３と同様にして複層ガラスの製造および光学特性の測定を
行った。
【００８１】
　各熱線反射層は、ガラス基板表面に第一の誘電体層、第一の銀層、第二の誘電体層、第
二の銀層、第三の誘電体層を形成したものである。下記表４に熱線反射層を構成する層の
材料、下記表５に熱線反射層を構成する層の膜厚、下記表６に誘電体層および銀層の波長
５３０ｎｍにおける光学膜厚を示す。なお、下記表５に示す膜厚は、透過型電子顕微鏡（
株式会社トプコン製：透過電子顕微鏡ＥＭ００２Ｂ）を用いて層の断面を測定した物理的
な膜厚であり、下記表６に示す光学膜厚は、物理的な膜厚に５３０ｎｍにおける屈折率を
乗じた値である。屈折率は、分光エリプソメーター（米国Ｊ．Ａ．Ｗｏｏｌｌａｍ　Ｃｏ
．，Ｉｎｃ．製：ＶＡＳＥシステム）を用いて測定した結果から求めた。
【００８２】
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【表４】

【００８３】
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【表５】

【００８４】
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【表６】

【００８５】
　単板のガラス面側の反射色度、複層ガラスの透過色度ならびに複層ガラスの屋内側およ
び屋外側の反射色度を測定した結果を下記表７に示す。また、単板のガラス面側の可視光
反射率、複層ガラスの可視光透過率ならびに複層ガラスの屋内側および屋外側の可視光反
射率を測定した結果を下記表８に示す。
【００８６】

【表７】

【００８７】
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【表８】

【００８８】
　前記表７および表８に示した結果から、誘電体層の材料が異なる場合であっても、単板
の反射色度およびガラス面側の可視光反射率の値が前記範囲内である際には、可視光反射
率と反射色度とを両立する複層ガラスが得られることがわかった。また、各誘電体層の光
学膜厚をほぼ一定にすれば、誘電体材料の一部を他の誘電体材料に置換した場合でも、単
板の反射色度および可視光反射率には大きな変化は生じず、前記誘電体材料を置換した場
合、例えば、各誘電体層の物理的な膜厚を調整することによって、同等の光学特性が得ら
れることがわかった。
【産業上の利用可能性】
【００８９】
　このように、本発明のガラス部材によれば、低い反射率と、無色もしくは薄い青色、ま
たは、青緑もしくは緑色の反射色調とを実現でき、さらに、優れた光触媒活性を得ること
ができる。このため、本発明のガラス部材を用いた複層ガラスによれば、高い光触媒活性
と、光触媒層側における優れた反射率および反射色調とを両立することが可能となる。し
たがって、光触媒機能に優れ、かつ、外観の点において、爽快感等を重視した大面積の建
築用複層ガラスに好適である。
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